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事業事前評価表（開発調査） 
作成日：平成１８年 ６月 ６日 

担当グループ：フィリピン事務所 
１．案件名 
フィリピン国全国洪水リスク評価及び特定地域洪水被害軽減計画調査 
 
２．協力概要 
（１）事業の目的 

（ａ）国家災害調整評議会が指定する洪水常襲地域の中から、優先的に洪水対策が求められる洪水危険地域が

選定され、同地域間の対策事業実施上の優先順位付けが行われる。 
（ｂ）選定された洪水危険地域の中からモデル地域が選定され、同地域に対する洪水防御･被害軽減計画が策定

される。 
（ｃ）上記（ａ）（ｂ）の共同作業を通して、C /P の行政能力が向上する。 

 
（２）調査期間 

2006 年 9 月から 2008 年 3 月 
 
（３）総調査費用 

1.8 億円 
 
（４）協力相手先機関 

フィリピン国公共事業道路省 
 
（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 
対象分野：治水 
対象地域：フィリピン国全土 

 
３．協力の必要性・位置付け 
（１）現状及び問題点 
フィリピン国は、自然災害、特に台風等による水害を極めて受けやすい国となっている。台風による、1970 年

から 2003 年までの 34 年間の年間平均死者は 544 人／年、行方不明・負傷者は 1478 人／年に上る。また、年間平

均影響世帯数約 55 万件（影響人口 280 万人）、全壊家屋数 7 万件、半壊家屋数 16 万件、損害額は 46 億ペソにな

る。およそ 6 年に 1 回の割合で、被害額 100 億ペソ（約 200 億円）を超える被害が起きている。 
治水事業に関しては、1982 年に大河川流域を対象とした基本計画を策定し、順次フィージビリティ調査を実施

して、ODA を中心とした資金を投入して着手はしてきているものの、未だ 4 水系で事業化されているに過ぎない。

フィリピン国のように公共投資の財源に限りがある場合、全国的に見て対策事業の優先化を図る必要があるが、

現時点では、各河川の氾濫リスク域の同定や、人口・資産・経済活動など事業便益の視点から評価されたデータ

の整備は、殆どなされていない。フィリピン国の洪水対策行政を担う公共事業道路省も、社会便益に基づく事業

戦略を策定した経験がなく、治水事業の優先化、戦略化が図れない状況にある。 
 
（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 
現行の中期フィリピン開発計画（MTPDP 2004-2010）においては、洪水対策として構造物対策のみならず、非構

造物対策にも力点をおいており、非常に厳しいフィリピン国の財政事情も勘案すると、本調査の実施により、今

後は大規模な治水事業のみならず、地域の実情に配慮した洪水対策事業を計画的に展開していくことが求められ

ている。 
また、2006 年 2 月、国家災害調整評議会の下に国家洪水管理委員会が設立され、同委員会は 2006 年 7 月までに

洪水管理に係る国家計画の枠組みを大統領に提出することになっているが、その後同枠組みを具現化するため、

本調査の実施が求められている。 
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（３）他国機関の関連事業との整合性 
現時点では、我が国以外の援助機関による構造物対策治水事業は殆ど行われていない。 

 
（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

現行国別援助計画においては、｢環境保全と防災｣は援助重点分野･課題の１つであり、現行 JICA 国別事業実施

計画においても、防災対策実施能力強化への支援を実施していくこととしている。 
 

４．協力の枠組み 
（１）調査項目 

（ａ）既存資料・情報の収集 
（ｂ）現地踏査 
（ｃ）洪水危険地域の類型化 
（ｄ）洪水危険地域の評価・スクリーニング 
（ｅ）選定された洪水危険地域における洪水防御・被害軽減事業の優先順位付け、実施スケジュール案の策定

（ｆ）モデル地域における洪水防御・被害軽減計画の策定 
（ｇ）環境社会配慮 
（ｈ）C/P への技術移転 

 

（２）アウトプット（成果） 
（ａ）優先洪水防御・被害軽減事業の実施スケジュール案 
（ｂ）モデル地域における洪水防御･被害軽減計画 

 
（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 
１）総括/洪水防御・被害軽減計画 1 名 
２）河川技術１（洪水リスク評価１/構造物対策） 1 名 
３）河川技術２（洪水リスク評価２） 1 名 
４）非構造物対策 1 名 
５）GIS 1 名 
６）施工計画/積算 1 名 
７）環境社会配慮 1 名 

（ｂ）その他 
１）C /P 研修 
２）技術移転セミナー、教育訓練ワークショップ 

 
５．協力終了後に達成が期待される目標 
（１）提案計画の活用目標 

洪水防御・被害軽減事業の実施スケジュール案、モデル洪水防御・被害軽減計画に基づき、洪水危険地域にお

ける治水計画が作成される。 
 
（２）活用による達成目標 

フィリピン国における治水事業が戦略的に実施される。 
 



 - 135 -

 
６．外部要因 
（１）協力相手国内の事情 

（ａ）政策的要因：政権交代等により治水セクターの優先度が低下しないこと 
（ｂ）行政的要因：関係省庁･実施機関間での調整の遅延がないこと 
（ｃ）経済的要因：経済状況の悪化等による更なる緊縮財政及び資金不足が生じないこと 
（ｄ）社会的要因：治安の更なる悪化がないこと 

 
（２）関連プロジェクトの遅れ 
特になし。 

 
７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 
計画段階から適切な配慮を心掛け、必要な情報公開を行うとともに、モデル洪水防御･被害軽減計画に関するス

テークホルダーミーティングの実施を支援する。 
 
８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 
・洪水危険地域のスクリーニングに際しては、大河川流域の大規模治水事業が想定される地域ばかりではなく、

中小河川流域であっても早急に対策が取られるべき地域が含まれるよう留意する。 
・本調査結果を活用しフィリピン側が治水計画を立案できるよう十分な技術移転を行う。 
 
９．今後の評価計画 
（１）事後評価に用いる指標 
（ａ）活用の進捗度 

洪水防御・被害軽減事業の実施スケジュール案、モデル洪水防御・被害軽減計画に基づき、洪水危険地域

において治水計画が作成されている度合い 
（ｂ）活用による達成目標の指標 

本調査結果を活用し策定された治水計画の実施数 
 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期 
フォローアップ調査によるモニタリング（2008 年度以降） 
 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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